
藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第７２６号 

 

               ２０１５年（平成２７年）５月１４日 

 

藤沢市長 鈴木 恒夫  様  

 

                                   藤沢市個人情報保護制度 

                                   運営審議会会長  畠山 鬨之 

 

法人等の市民税並びに軽自動車税，市たばこ税，入湯税及び事 

業所税の賦課に係るコンピュータ処理について（答申） 

 

２０１５年（平成２７年）４月３０日付けで諮問（第７２６号）された

法人等の市民税並びに軽自動車税，市たばこ税，入湯税及び事業所税の賦

課に係るコンピュータ処理について次のとおり答申します。  
 

 

１  審議会の結論 

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。 

以下「条例」という。) 第１８条の規定によるコンピュータ処理を行う

ことについては「３ 審議会の判断理由」に述べるところにより適当で

あると認められる。 

  

２  実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たりコンピュータ処

理を行う必要性は次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

ご当地ナンバープレートを作成するにあたり，ナンバープレートの  
作成費用の一部を，クラウドファンディング【クラウドファンディン  
グ（ＣｒｏｗｄＦｕｎｄｉｎｇ）とは，群衆（ｃｒｏｗｄ）と資金調 

達（ｆｕｎｄｈｉｎｇ）を組み合わせた造語で，クリエイターや起業  
家が製品・サービスの開発，もしくはアイデアの実現などの「ある目  
的」のために，インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出  
資や協力を募ること】により寄附者（個人および事業所）からの寄附  
金を充てることとなった。  
これに伴い，本市が業務委託したクラウドファンディング事業者  

（以下，「事業者」という。）が提供するクラウドファンディングサイ  
トに，本市のご当地ナンバープレート作成のために寄附を募るサイト  
を作成，本市のサイトを閲覧し，趣旨や活動に賛同した方が寄附をす  
るためには，既に会員登録をされている以外の方は利用規約に同意し  
た上で，会員登録を行い，そして寄附に関する情報やギフト（返戻品）  



希望の有無を入力する必要がある。本市からは寄附者へ対し，寄附に  
対する領収書，ギフトの送付を行うものである。  
以上の業務を行うことから，条例第１８条のコンピュータ処理を行  

うことについて，藤沢市個人情報保護制度運営審議会に意見を求める  
ものである。 

(2) コンピュータ処理について 

ア コンピュータ処理する個人情報の項目  
寄附を行う時 領収書，ギフト送付のための住所情報，氏名，メ  

ールアドレス，ギフトの希望の有無，寄附金額 

イ コンピュータ処理の必要性について 

本市が業務委託した事業者が作成する本市のサイトにアクセス  
した寄附者が，趣旨や活動に賛同し寄附を行うために，既に会員登  
録をされている以外の方は利用規約に同意した上で会員登録を行  
う。寄附者は決済代行会社を通じ事業者へ寄附金を入金し，事業者  
は収納した寄附金を本市へ納付を行う。  
寄附者がギフト（返戻品）を希望する場合は，事業者から本市に  

付与されたＩＤ・パスワードにより，事業者が作成した本市のＷＥ  
Ｂサイトにアクセスし，領収書，ギフト送付のための住所情報，氏  
名，メールアドレス，ギフトの希望の有無，寄附金額情報を取得し，  
領収書の発行とギフトの送付を寄附者に対し行うものであること  
から，コンピュータ処理が必要となる。 

ウ 安全対策  
   (ｱ) 市民税課での安全対策について  

(a) 本業務の管理責任者を定め，データについてはＩＴ推進課が管 

理するネットワークドライブにパスワードを設定し保管する。本 

業務終了後は速やかにネットワークドライブから消去し，使用で 

きないようにする。 

(b) やむを得ず紙に出力したデータについては，作業室内でシュ 

レッダーなどにより確実かつ速やかに廃棄する。 

(ｲ) 藤沢市が受託者に求める安全対策について  
 (a) 「藤沢市個人情報の保護に関する条例」，「藤沢市情報セキュ  

リティポリシー」及び「藤沢市コンピューターシステム管理運  
営規程」を遵守し個人情報の保護及び安全対策に努めること。 

(b) 通信手段として通信回線上，情報は「ＳＳＬ（暗号化通信で  
行うこと。  

    (c) 業務終了後は速やかに本市のＷＥＢサイトを消去すること。 

 (d) 受託する事業所全体，又は本業務におけるデータ管理を直接 

行う部署がＩＳＭＳ認証を有すること。又は ISO27001若しく 

は JIS27001に適合していること。  
 (e) 受託者はデータ管理を直接行う部署が上記(d)に適合してい  

ることが確認できる書類を提出すること。  



 (f) 関係職員については個人情報に関する必要な研修及び指導 

を行うと共に，個人情報管理が適正に行われているか点検を行 

うこと。 

(g) 守秘義務違反に関する責任の所在を明確にするとともに，業務 

従事者に周知徹底すること。 

(h) 取り扱う全ての情報に対して，不正な持ち出し，改ざん，破壊， 

紛失，漏洩などが行われないよう管理を徹底すること。 

(i) その他詳細については，仕様書，契約書を遵守すること。 

エ データ管理を直接行う部署の施設要件  
国が定める「情報システム安全対策基準」（別紙５）を満たして  

いること。  
(3) 実施期間  

２０１５年（平成２７年）７月 上旬（予定）から２０１６年（平  
成２８年）３月３１日まで（予定）  

(4) 提出書類  

ア 別紙１ クラウドファンディングデータ及び寄附金の流れイメ  
ージ図  

イ 別紙２ ご当地ナンバープレートの導入スケジュール  
ウ 別紙３ 業務委託契約書（案）  
エ 別紙４ 業務委託仕様書（案）  

  オ 別紙５ 情報システム安全対策基準  
カ 別紙６ 個人情報取扱事務届出書  

 

 ３ 審議会の判断理由 

     当審議会は，コンピュータ処理を行うことについて，次に述べる理

由により，審議会の結論のとおりの判断をするものである。 

(1) コンピュータ処理を行う必要性について 

   実施機関では，コンピュータ処理を行う必要性について，次 

のように述べている。 

本市が業務委託した事業者が作成する本市のサイトにアクセスし  
た寄附者が，趣旨や活動に賛同し寄附を行うために，既に会員登録を  
されている以外の方は利用規約に同意した上で会員登録を行う。寄附  
者は決済代行会社を通じ事業者へ寄附金を入金し，事業者は収納した  
寄附金を本市へ納付を行う。  
寄附者がギフト（返戻品）を希望する場合は，事業者から本市に付  

与されたＩＤ・パスワードにより，事業者が作成した本市のＷＥＢサ  
イトにアクセスし，領収書，ギフト送付のための住所情報，氏名，メ  
ールアドレス，ギフトの希望の有無，寄附金額情報を取得し，領収書  
の発行とギフトの送付を寄附者に対し行うものであることから，コン  
ピュータ処理が必要となる。 

以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性は認め  



られる。  
(2) 安全対策について   

実施機関が２説明要旨(2)安全対策ウ(ｱ)(a)及び(b)並びに(ｲ) 

(a)から(i)において示す安全対策は，次のとおりである。 

   ア 実施機関の安全対策 

(ｱ) 必要最小限の担当者以外の者がデータにアクセスでき 

ないようにするための措置 (ｱ)(a) 

    (ｲ) 利用後にデータを確実に消去するための措置 

(ｱ)(a)，(b) 

   イ 受託者の安全対策 

    (ｱ) 利用後にデータを確実に消去するための措置 (ｲ)(c) 

    (ｲ) ネットワークを通じた情報漏えいを防止するための措 

置 (ｲ)(b) 

   (ｳ) 実施機関が受託者の安全対策を確認できるようにする 

ための措置 (ｲ)(d)，(e) 

    (ｴ) その他受託者の安全対策を高めるための措置  (ｲ)(i) 

   (ｵ) 日常的な安全対策  (ｲ)(a)，(f)，(g)，(h) 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が施されていると 

認められる。 

   以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは適当で 

あると認められる。 

ただし，実施機関は，事業者が提供するクラウドファンディングサ 

イトに寄付者がアクセスした際，当該寄付者の自己情報の管理主体を 

明確に認識することができるよう，措置を講じることを条件とする。 

 

                           以 上  


